
 

 

 

 

2024年７月 11日  

各 位 

 

会 社 名 ナ イ ス 株 式 会 社 

代表者氏名 取 締 役 社 長 津 戸 裕 徳 

（コード番号 ８０８９ 東証スタンダード） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 田 部  博 

（ＴＥＬ．０４５－５２１－６１１１） 

 

 

 

資本業務提携に関するお知らせ 
 

 

当社は、2024年６月19日開催の取締役会における決議に基づき、株式会社シェアリングエネルギー 

（以下「シェアリングエネルギー」）の株式の一部取得及び資本業務提携（以下「本提携」）を締結いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．本提携の目的 

当社グループは、2023年５月 12 日付「『中期経営計画 2023』の策定と企業価値向上に向けて」で開示

いたしました通り、基本方針の一つに、建築物の省エネ化・ゼロエネ化に資する商品やサービスの提供を

推進し、温室効果ガスの排出削減に努めることを掲げており、本計画の達成に向けて、太陽光発電システ

ムや蓄電池をはじめとするエネルギー関連商材の普及拡大に取り組んでおります。 

 

シェアリングエネルギーは、「分散電源の創出により、エネルギーシステムを変革する」をミッション

に掲げ、太陽光発電システムの第三者所有（PPA）サービス「シェアでんき」を提供しております。PPAは、

事業者が電力の需要家から所有する建物の屋根等を借りて太陽光発電システムを設置し、発電した電気

を調達するもので、需要家は使用した電気代を事業者に支払うことで、資産を保有することなく再生可能

エネルギーの利用が可能となります。固定価格買い取り制度（FIT）の活用が買い取り価格の低減や再エ

ネ賦課金の値上がり等により縮小傾向にある中、自家消費型の太陽光発電への関心が高まっており、今

後、PPA 市場は更なる拡大が見込まれています。こうした中、シェアリングエネルギーの PPAサービス「シ

ェアでんき」は、安価な電気使用料を実現し、契約期間終了後には太陽光発電システム一式を無償譲渡す

るというユーザーメリットの大きさから、住宅供給会社をはじめ、パートナー企業は全国で 1,600 社超に

上り、契約申込件数は一戸建住宅を中心に 17,000 件超となっております（2024年 4月末現在）。 

 

当社グループといたしましては、本提携を通じて、両社が有する流通網や販売網等の経営資源を有効に

生かし、相互の取引の拡充と太陽光発電システムの売り上げ拡大を図るとともに、蓄電池や高効率給湯器

等、エネルギー関連商材の提案・普及に努めてまいります。また、国により太陽光発電システムや蓄電池

といった需要家側のエネルギーリソースを電力システムに活用する仕組みの構築が進められるなど、再

生可能エネルギー領域は更なる成長が見込まれる中、相互の連携を強化し、再生可能エネルギー領域にお

けるシナジーの創出を図ることで、それぞれの企業価値の向上を目指してまいります。 

 

 

２．本提携の内容 

（1）業務提携の内容 

  ①シェアでんきサービスによる収益拡大を目的としたパートナーシップの強化 

②両社の連携を通じたシナジーの創出 

 



 

 

 

（2）資本提携の内容 

   第三者割当の方法により、当社がシェアリングエネルギーの株式 11,363株（第三者割当増資後の自

己株式を除く発行済株式総数に対する所有割合 6.8％）を取得します。なお、取得価額は、499,972,000

円になります。 

 

 

３．本提携の相手先の概要 

(1) 名 称 株式会社シェアリングエネルギー 

(2) 所 在 地 東京都港区新橋4丁目11−1 A-PLACE新橋 4階 

(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役  上村 一行 

(4) 事 業 内 容 エネルギープロバイダー事業 

(5) 設 立 年 月 日 2018年１月11日 

(6) 決 算 期 12月31日 

(7) 当 該 会 社 と の 関 係  

 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 営業取引があります。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 

 

４．日程 

(1) 取 締 役 会 決 議 2024年６月 19日（水） 

(2) 契 約 締 結 日 2024年７月 11日（木） 

(3) 株 式 取 得 日 2024年７月 11日（木） 

 

 

５．今後の見通し 

本提携による 2025 年３月期の当社連結業績に与える影響は現時点では未定ですが、今後、業績予想修

正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

 

 

以上 

 


